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１．研修プログラムの名称及びプログラム責任者 

 福島県立医科大学会津医療センター鍼灸師後期研修プログラム 

プログラム責任者 ：鈴木 雅雄（教授） 

 

２． 研修プログラムの特色 

会津医療センターにおいて鍼灸師の集学的漢方医学の学習および技術習得、研究技術の

習得を目的とした研修プログラムを実施する。特色は以下の通り。 

１）会津医療センター漢方内科・漢方外科・鍼灸部において集学的漢方医学（湯液・鍼灸）

の研修を行う。 

２）漢方内科では入院および外来などで総合的な湯液治療の知識を習得する。 

３）漢方外科では入院に特化し、入院における鍼灸診療の応用および技術を習得する。 

４）漢方医学研究室鍼灸部では外来に特化し、外来における鍼灸診療の応用および技術を

習得する。 

５）鍼灸診療に必要な応用的な診察法・手技の習得にも重点を置く。 

６）研究面では、基礎研究および臨床研究に必要な技術を習得する。 

 

３．研修理念 

１）疾病を持った患者を心身共に理解し、患者に寄り添った医療の実践が出来る医療人を

育成する。 

２）チーム医療に参画し、鍼灸師として臨床能力が発揮できる医療人を育成する。 

３）先輩、同僚、医師や医療協力者の人々と協調できる優れた社会人を養成する。 

４）研究面においても学会発表や論文作成を行い、社会貢献が出来る医療人を育成する。 

 

４．研修の基本的目標と基本的方針 

１）基本的目標 

現代医療と漢方医学を理解し、患者に最善の鍼灸治療が提供できる臨床能力を持った

鍼灸師を育成する。 

 

２）基本的方針 

①医療倫理に配慮し、診療を行なう上での適切な態度と習慣を身につける。 

②適切な臨床的判断能力と問題解決能力を修得する。 

③医学の進歩にあわせた生涯学習を行なうための方略の基本を修得する。 

 

５．研修の到達目標 

Ⅰ．行動目標 

   医療人として患者に対し、適切な姿勢と態度が取れる。 
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① 患者―鍼灸師関係 

患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立する。 

１） 患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。 

２） 鍼灸の診療の上で患者や家族がともに納得できる診療を行うためのインフ

ォームド・コンセントが実施できる。 

３） 守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる。 

② チーム医療 

医療チームの構成員としての役割を理解し、保健・医療・福祉の幅広い職種から

なる他のメンバーと協調する。 

１） 医療従事者に適切なタイミングでコンサルテーションができる。 

２） 医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。 

３） 同僚および後輩へ教育的配慮ができる。 

４） 患者の医療的情報を医療従事者と交換できる。 

５） 関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。 

③ 問題対応能力 

患者の問題を把握し、問題解決型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣を

身につける。 

１） 鍼灸診療上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への

適応を Evidence Based Medicine（EBM）を踏まえながら判断できる。 

２） 自己評価および第三者による評価をふまえた問題対応能力の改善ができる。 

３） 臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。 

４） 自己管理能力を身につけ、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。 

④ 安全管理 

     患者ならびに医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身に

つけ、危機管理に参画する。 

１） 医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。 

２） 医療事故防止および事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動で

きる。 

３） 院内感染対策を理解し、実施できる。 

⑤ 医療面接 

     患者・家族との信頼関係を構築し、診療上必要な情報が得られるような医療面

接を実施する。 

１） 医療面接におけるコミュニケーションのもつ意義を理解し、コミュニケーケ 

ションスキルを身につけ、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握で

きる。 

２） 患者の病歴の聴取と記録ができる。 
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３） インフォームド・コンセントのもとに、患者・家族への適切な指示、指導が

できる。 

⑥ 症例呈示 

    チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を行う。 

１） 症例呈示と討論ができる。 

２） 臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。 

⑦ 鍼灸診療計画 

    保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、各専門家への適切なコンサルテーショ

ンを踏まえながら、鍼灸診療計画を作成し評価する。 

１） 鍼灸診療計画（鍼灸診断に基づいた治療に加えて患者や家族への説明を含む）

を作成できる。 

２） 鍼灸診療ガイドラインや EBM を理解し、活用できる。 

⑧ 医療の社会性 

       医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献する。 

１） 関係法規・制度を理解し、適切に行動できる。 

２） 公費負担医療（療養費の給付など）を理解し、適切に診療できる。 

３） 医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。 

⑨ 研究面 

 研究に対して高い関心と興味を持って自ら行動し、学会発表等を通じて社会貢献

に努める。 

１） 学術的情報を入手できる。 

２） 基礎研究を理解して、実際の実験が出来る。 

３） 臨床研究を理解して、実際の研究が出来る。 

４） 学会発表が行える。 

５） 論文作成が出来る。 

 

Ⅱ．経験目標 

① 経験すべき診察法・検査・治療技術。 

② 経験すべき症状・病態・疾患。 

① ②は研修実施科のプログラムにより経験する。 

 

６．研修の教育課程（研修期間） 

① 研修教育課程に関わる事項 

本研修期間は原則 1年計画で実施される。 

研修は、会津医療センター漢方内科、漢方外科、附属研究所漢方医学研究室鍼灸

部（光が丘分院も含む）において研修を行う。 
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② 研修内容 

研修内容は、集学的漢方医学の修得のために漢方内科では湯液を中心に外来およ

び病棟診療において湯液診療の実際を見修する。 

漢方外科では入院患者を対象として鍼灸治療の実践を研修する。 

附属研究所漢方医学研究室鍼灸部では外来患者を対象として鍼灸治療の実践を研

修する。 

③ 研修生の評価 

 研修生は研修を修了した診療科毎に研修内容のレポートを作成すると共に、到達

目標に関する自己評価を行う。 

漢方医学講座主任教授は当該研修生に対し、研修修了時に評価表を利用して評価

を行う。その評価を基に最終試験を実施し、修了の判定を行う。 

 

７．鍼灸師の研修責任者及び臨床研修・教育研究委員会 

   会津医療センター臨床研修・教育研究委員会において担当する。 

  １）臨床研修・教育研究委員会構成員 

 委員長：     小川 洋  （耳鼻咽喉科学講座教授） 

    副委員長：  鶴谷 善夫 （循環器内科学講座教授） 

  長谷川 浩司（糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座講師） 

    委 員：     横山 斉  （病院長） 

村山 隆紀 （副病院長・麻酔科学講座教授） 

           冨樫 一智 （消化器内科学講座教授） 

 鎌田 一宏 （総合内科学講座教授） 

角田 三郎 （血液内科学講座教授） 

久米 裕昭 （呼吸器内科学講座教授） 

 田原 英一 （漢方医学講座教授） 

 坂本 渉  （消化器外科学講座教授） 

 樋口 光徳 （呼吸器外科学講座教授） 

         歌野 健一  （放射線医学講座教授） 

           岩渕 真澄 （整形外科学講座教授） 

          川勝 忍   (精神医学講座教授) 

          鈴木 理   (病理診断学講座教授) 

           鈴木 雅雄 （漢方医学研究室教授） 

山田 香代子（副病院長、看護部長） 

穴澤 竜太 （事務局次長） 

  ２）臨床研修・教育研究委員会の役割 

①研修プログラムの管理 
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②研修生の管理 

③研修生の評価 

④採用時における研修希望者の評価 

 

８．研修指導体制 

指導医は、各学会の専門医を保有し、且つ指導医の資格を有する者 

指導鍼灸師は、臨床経験を有し、鍼灸関連学会において指導鍼灸師の資格を有する者 

 

９. その他 

 ① 研修生定員数（各年次） 

  各年次で若干名 

② 公募の有無及び研修プログラムの公表方法：原則として公募である。研修プログラム

は全国の養成学校に郵送し、さらにインタ－ネットに公開する。 

③ 研修終了の認定及び証書の交付 

センター長は３年間の後期研修を終了したと認定された研修生に対して、センター長

名で鍼灸師後期研修修了認定証を授与し、この研修修了認定証の交付をもって、研修

終了とする。 

④ 研修生の身分及び処遇 

身  分：鍼灸研修生（准職員） 

   給  与：10,000 円/日額 

   通勤手当：あり 

時間外手当：あり 

勤務時間：8:30～17:15（休憩 12:00～13:00） 

休  日：土、日、祝日、ほか年末年始 

年次有給休暇：１年次 10日、２年次 11日 

特別休暇：忌引休暇等 

無給休暇：産前産後休暇、生理休暇、育児休暇等 

宿  舎：なし 

研修生室：あり 

   健康保険：公立学校共済組合の組合員及び財団法人福島県職員共助会会員となる（年

金加入を含む）。 

   雇用保険：加入 

   災害補償：地方公務員災害補償法適用 

   賠償責任保険：病院賠償責任保険対応可能。個人賠償責任保険については任意加入。 

   学会等への参加：年次有給休暇を利用すること。 

健康診断：定期健康診断（毎年１回）等 
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   禁止事項：研修生は、許可無くこの後期研修プログラムの実施医療機関以外で診療

を行なうことを、原則として禁止する。 

 ⑤ 募集及び選考時期 

   【第１次募集】 

     募集期間：令和 7年 7月 1日（火）から令和 7年 8月 15 日（金）（必着） 

 

   【第２次募集】 

第 1次募集で定員に満たない場合は実施します。 

ホームページ上で公表します。 

応 募 先：〒969-3492 

         福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地 2 

         福島県立医科大学会津医療センター 経営企画室 

応募条件：○高度な鍼灸臨床技術の習得を目指す者。 

○臨床の他、研究や教育にも興味がある者。 

○鍼灸師養成施設卒業後２年以上経過している者。 

○研修終了後、福島県内の医療に携われる者。 

応募資格：本センター前期研修を受けて修了した者、または、本センターに類似した

制度による研修を修了した者（病院研修において内科・外科を含む５科

以上の研修を受けていること）。 

   必要書類：①申請書、②履歴書、③最終学歴の卒業もしくは修了証明書（卒業および

修了見込みの場合は相当する証明書）、④成績証明書、⑤免許証明書（は

り師・きゅう師）コピー可、⑥研修の修了証明書（本センターに類似し

た研修を修了した者については、研修内容が証明できるものを合わせて

提出すること。修了見込みの者は要相談）、⑦小論文。 

研修期間：１年契約で最長３年迄。 

選考方法：１次試験として成績証明書、小論文により選考を行う。 

１次試験を通過した者は２次試験を受けて採用の合否を決定する。 

２次試験は筆記試験（医学専門分野、鍼灸医学専門分野、英語）、面接（口

頭試問も含む）により選考を行う。 
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公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター鍼灸師後期研修規程 

                    

（目的） 

第１条 この規程は、福島県立医科大学会津医療センター（以下「センター」という。）

において、現代医療と漢方医学を理解し、患者に最善の鍼灸治療が提供できる臨床能力

を持った鍼灸師を育成するための鍼灸師研修（以下「研修」という。）の実施に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

（資格） 

第２条 この規程による研修を受けることができる者は、福島県立医科大学会津医療セン

ター教育研究委員会（以下「委員会」という。）による受け入れの審議を経て、研修を

行うことを許可された者（以下「研修生」という。）とする。 

  

（研修期間） 

第３条 研修期間は３年間とする。 

 

（プログラム責任者及び研修プログラム） 

第４条 プログラム責任者は、漢方医学講座主任をもってあてる。 

２ プログラム責任者は、研修プログラムを作成し、委員会において承認を受けるものと

する。 

 

（研修計画） 

第５条 プログラム責任者は、研修生の研修計画表（別紙様式１）を作成し、委員会の承

認を受け、各科等の長へ通知するものとする。 

 

（研修生の評価） 

第６条 研修生は、毎年研修内容のレポートを作成するとともに、到達目標に関する自己

評価を行う。 

２ 漢方医学講座主任は当該研修生に対して、研修修了時に研修生の評価を行う。 

３ 研修修了の認定は、委員会が行う。 

 

（研修修了） 

第７条 センター長は、委員会により研修修了を認定された研修生に対して鍼灸師後期研

修修了認定証（別紙様式２）を交付する。 

 

（研修の中断） 

第８条 センター長は、委員会からの研修の中断の勧告又は研修生の申し出により、研修

を中断することができる。 

 

（法令等の遵守） 

第９条 研修生は、法令のほかセンターで定める諸規程等を遵守しなければならない。 
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（記録の保存） 

第 10 条 センター長は、帳簿を備え、研修を行った研修生に関する次の事項を記載し、又

は記録し、これを研修が修了した日又は中断した日から５年間保存しなければならない。 

一 研修を修了し、又は中断した者の氏名、はり師及びきゅう師資格の登録年月日、登

録番号、及び生年月日 

二 修了し、又は中断した研修に係る研修プログラムの名称 

三 研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日 

四 修了し、又は中断した研修の内容及び研修生の評価 

五 研修を中断した場合にあっては、研修を中断した理由 

 

（庶務） 

第 11 条 研修に関する事務は、経営企画室において処理する。 

 

（その他） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、研修の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 


